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の 労働組 の組

１ の

7 9 3,575

2,060

36.6

1,457

140 387 76

3,805 971 800 559 241 - 80 20

3,779 1,001 825 563 262 - 79 21

3,800 1,043 870 594 276 - 79 22

3,812 1,152 945 638 307 - 77 23

3,794 1,173 986 657 329 - 76 24

3,688 1,225 1,024 686 338 - 75 25

3,630 1,273 1,078 719 359 33 74 26

3,640 1,360 1,152 769 382 45 73 27

3,489 1,451 1,053 718 336 43 230 125 71 29

3,444 1,504 1,089 748 342 50 236 129 70 30

3,410 1,564 1,096 763 333 85 255 128 69 31

3,375 1,634 1,120 780 340 106 279 129 67 33

3,415 1,678 1,126 793 333 128 284 141 67 33

3,449 1,735 1,166 824 342 133 299 137 67 33

3,410 1,765 1,155 824 331 140 322 148 66 34

3,395 1,727 1,156 817 339 108 323 140 66 34

3,374 1,763 1,196 853 344 96 333 138 66 34

3,355 1,812 1,229 875 355 96 360 127 65 35

3,345 1,816 1,243 890 353 91 355 128 65 35

3,302 1,910 1,323 930 392 116 390 82 63 37

3,288 1,967 1,350 946 404 119 412 87 63 37

3,317 1,986 1,370 964 405 127 406 84 63 37

3,367 2,023 1,403 988 415 133 406 81 63 37

3,423 2,036 1,414 997 417 134 411 78 63 37

3,476 2,120 1,490 1,035 455 136 414 80 62 38

3,494 2,165 1,519 1,047 472 141 419 86 62 38

3,529 2,090 1,473 1,024 449 138 395 85 63 37

3,546 2,055 1,455 1,012 443 134 382 83 63 37

3,557 2,058 1,440 1,021 420 139 395 84 63 37

3,575 2,060 1,457 1,019 438 140 387 76 63 37

173

187

201

161

176

207

171

163

1
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２ 労働組 の組

  3 6 30 48,239 49,098

10,077,877 10,115,447

16.9% 17.1% 859

37,570 0.2

294 297 4

1,236 41,067 11.1 11.1

3 169

58 19.7

46 15.6 30 10.2

10,076 24.4 7,41

5 18.0 5,359 13.0

1

  26 349,674

  3 6 26 6

         59,800,000 56,170,000

  3 372,272

  3 3 100 11.1%

3
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分

年次 数 数

和35年 359 80.1 38 055 64.1 - - -

　　40年 365 81 5 48 728 82 1 - - -

45年 421 94 0 52 406 88 3 - - -

50年 494 110 3 55 333 93 2 - - -

55年 525 117 2 57 209 96 4 - - -

60年 499 111.4 59 410 100.1 - - -

2年 495 110 5 60 852 102 5 - - -

3年 497 110 9 61 343 103 3 - 2 491

4年 496 110 7 62 004 104 5 - 1 661

5年 497 110 9 62 508 105 3 - 1 504

6年 487 108 7 61 344 103 3 - 10 1 164

7年 485 108 3 62 096 104.6 - 2 752

8年 481 107 4 62 082 104.6 - 4 14

9年 479 106 9 61 958 104.4 - 2 124

10年 464 103 6 60 647 102 2 - 15 1 311

11年 458 102 2 59 136 99 6 - 6 1 511

12年 448 100.0 59 362 100.0 - 10 226

13年 446 99 6 57 912 97 6 - 2 1 450

14年 444 99 1 55 815 94 0 - 2 2 097

15年 438 97 8 54 835 92 4 - 6 980

16年 432 96 4 53 957 90 9 - 6 878

17年 405 90 4 53 586 90 3 - 27 371

18年 390 87 1 52 789 88 9 - 15 797

19年 381 85 0 52 337 88 2 - 9 452

20年 377 84 2 52 280 88.1 注 1  15 5 4 57

21年 369 82 4 51 456 86 7 14.6 8 824

22年 361 80.6 50 840 85 6 14.4 8 616

23年 356 79 5 50 210 84.6 注 2  14 1 5 630

24年 346 77 2 49 016 82 6 13 7 10 1 194

25年 337 75 2 47 542 80.1 13 2 9 1 474

26年 337 75 2 46 617 78 5 13 3 0 925

27年 334 74 6 46 017 77 5 13 0 3 600

28年 327 73 0 45 043 75 9 12 6 7 974

29年 324 72 3 43 760 73 7 12 0 3 1 283

30年 319 71 2 43 320 73 0 11 7 5 440

令和 年 303 67 6 41 622 70 1 11.1 16 1 698

　　２年 297 66 3 41 067 69 2 11.1 6 555

　　３年 294 65 6 41 236 69 5 11.1 3 169

出 労働

注 1 　 計 に用いてき 事業 ・企業 計 が 21年 経 セ

　　　 ・ に 、 20年は 事業 ・企業 計 、 21年 は

　　　 経 セ ・ 用 、 出 てい

　　　　 、 事業 ・企業 計 経 セ ・ の は が生 てい

　　　 が 総務 では、 手 が ら、 の が全て増 ・減 の

　　　では い てい
注 2 　 23年の は、 24年4月に総務 計 ら 労働 に
　　　 日 に 計 の 23年6月分の 計 用いて計 で
　     　 　　

内の労働 数 労働 数の

数 １２年 １

  数    数   年 増 減

数 数
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　 　数 令和3年6月30日現在

　業

業 58 19 7

務 46 15 6

業、 業 30 10 2

、 ・ 業・生 関
業、 業・ 事業・

業（他に分 い の）
29 9 9

業、 業 28 9 5

育、 業 25 8 5

、福 24 8 2

金 、保険業・ 業、 賃 業 20 6 8

業 12 4 1

業 7 2 4

・ ・ 給・ 業 6 2 0

業、 業 4 1 4

業・ 業・ 業 3 1 0

業、 業、 利 業 1 0 3

分 の 業 1 0 3

計 294 100 0

　 　 　数

　業

業 10 076 24 4

務 7 415 18 0

育、 業 5 359 13 0

業、 業 3 701 9 0

金 、保険業・ 業、 賃 業 3 656 8 9

、福 3 027 7 3

、 ・ 業・生 関
業、 業・ 事業・

業（他に分 い の）
2 322 5 6

業 2 109 5 1

業、 業 1 761 4 3

・ ・ 給・ 業 803 1 9

業 792 1 9

業、 業 128 0 3

業・ 業・ 業 44 0 1

業、 業、 利 業 26 0 1

分 の 業 17 0 1

計 41 236 100 0

　 は、 数 2 数処 てい 、 計は

　 100 は ら い
出 労働

数

数

内の 業 労働 数 労働 数の
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第１章 労働委員会の

第１ 組    

１ 労働委員会

15

2

２ 委員

44 30

                           

第 1章

5



- 6 -

３ せ 員

10

第 1章



- 7 -

４ 事務局

16

[ ]
                                   

         (4

第２   

１ 労働委員会の職務

5 1 11

18

42

5 2

20 12 18 30

20

24

(10

20 1

    

  

- 6 -

３ せ 員

10

第 1章



- 8 -

２ 会 ・

第 1章



- 9 -

第２章 会 ・

第１   会

5 1

1084 1096 13

1084 R3.

1.27

1083

( )

( )

1085 R3.

2.24

1084

( )

( )

- 9 -

第２章 会 ・

第１   会

5 1

1084 1096 13

1084 R3.

1.27

1083

( )

( )

1085 R3.

2.24

1084

( )

( )

第 章



- 10 -

1086 R3.

3.24

1085

( )

( )

( )

( )

1087 R3.
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1089 R3.

6.23

1088

( )

( )

146
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8.25

2021
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1093 R3.

9.22
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第３ 会 会 及び の の会

１ 会

【 会 】

第 76 労働委員会 会 会

R3.11.18 R3.11.19
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１ 第 146 労働委員会 会 及び

  R3.5.18

  

  

第 章

1
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２ 第 147 労働委員会 会 及び

  R3.9.14

  

  

２ 会

【 会 】

労働委員会 会 委員 会

  R3.11.18

  

  

【 会 】

第 85 労働委員会 委員 会

  R3.5.18

  

  

第 章
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第 86 労働委員会 委員 会

  R3.9.14

  

  

３ の の会

【 会 】

１ 労働委員会事務局調整主 会

  R3.11.25

  

  

２ 労働委員会事務局審査主 会

  R3.11.25

  

  

第 章

1
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【 会 】

１ 労委労 第 43 会

  R3.2.15

  

  

２ 労委労 事会

  R3.12.12 R3.12.13

  

  

第 章

1
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３ 労働委員会事務局実務 会

  R3.7.16

  

  

10

第 章
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第４   

１ 事

      

R3.3.24

R3.4.21

R3.8.25

第 章

1
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R3.9.22

R3.10.20

２

      

R3.11.24

R3.12.15
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R3.2.15 20
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R3.10.2

R3.12.6 7

      

      

R3.9.30

R3.11.9

第 章
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第３章 労働組 の資 審査及び決

2 2

5 5

7 5 2
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3-1
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3-3 労働 R3.4.2 R3.4.12

3-4 労働 R3.4.2 R3.4.12

3-5 労働 R3.4.2 R3.4.12

3-6 ２労働 R3.6.17 R3.10.5
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第10章 事 る争 知の

１
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結
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1,060 R3.2.24 R3.3.11
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14章 個別的労使紛争に係るあっせん

１ 事件の処理状況

平成13年10月に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、

同法第20条では、地方公共団体は、個別的労使紛争に係るあっせん等の施策を

推進するよう努めることとされた。本県においては、あっせんについて、地方

自治法第180条の2の規定に基づき、当労働委員会が知事の委任を受けて実施し

ている。

令和3年中に取り扱った個別的労使紛争に係るあっせん事件は7件であり、内

容については次のとおりである。

申請日

あっせん員
指 名 日

　　処理日数は申請日から終結日までの歴日数 

3-3

事件
番号

業種
あっせん
事　　項

3-2 教育、学習支援業

①休業補償給付請求書面の事業
主欄への署名
②休業手当の支給
③解雇の撤回

終結
区分

運輸業、郵便業

①進退に係る書面提示
②休業期間中の賃金支払い
③復職後の賃金増額と定年退職
までの保証
④書面での謝罪

2 解決 R3.5.6

令和３年個別的労使紛争に係るあっせん事件一覧表

－ － 不開始 R3.3.4

あっせん員 終結日
処理
日数

11

あっ
せん
回数

3-4 医療・福祉

定年退職後の再雇用において事
務員から介護職員への配置転換
は違法な配置転換に該当すること
を理由に事務員の地位を有するこ
との確認

(公)  窪田哲也
(労)  杉原孝一
(使)  小林隆二

1

933-1 製造業

パワハラ行為を目撃した人への聞
き込み調査をした上での再調査を
求める

(公)  齋藤雅代
(労)  萩原雄二
(使)  栗山直樹

解決

－ － 不開始 R3.3.17 29

3-7 その他

①ハラスメントに対する謝罪
②確実な再発防止策の実施
③ハラスメントによって生じた精神
的苦痛に対する○円の慰謝料の
支払い

－ －

打切

3-5 金融業,保険業

①突然の雇い止めによる生活保障
②精神的苦痛に対する補償の支
払い

(公)齋藤雅代
(労)佐々木琢郎
(使)古屋哲彦

124

3-6 林業

不法行為、上司による嫌がらせ等
を解決するよう願い出ても無期限
に保留とされ退職を余儀なくされ
た。逸失利益、慰謝料、未消化有
給休暇合わせて○円の支払いを
求める

(公) 赤池幸江
(労) 窪田清
(使) 長坂正彦

R3.8.11
R3.9.8

R3.11.5

84

2

R3.12.9 32

R3.2.3
R3.3.2

R3.7.5
R3.7.28

2 解決 R3.11.2

R3.4.14
R3.5.6

R3.6.14 62

R3.11.8

R3.2.17
－

R3.2.22
－

不開始
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14章 個別的労使紛争に係るあっせん

１ 事件の処理状況

平成13年10月に「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、

同法第20条では、地方公共団体は、個別的労使紛争に係るあっせん等の施策を

推進するよう努めることとされた。本県においては、あっせんについて、地方

自治法第180条の2の規定に基づき、当労働委員会が知事の委任を受けて実施し

ている。

令和3年中に取り扱った個別的労使紛争に係るあっせん事件は7件であり、内

容については次のとおりである。

申請日

あっせん員
指 名 日

　　処理日数は申請日から終結日までの歴日数 

3-3

事件
番号

業種
あっせん
事　　項

3-2 教育、学習支援業

①休業補償給付請求書面の事業
主欄への署名
②休業手当の支給
③解雇の撤回

終結
区分

運輸業、郵便業

①進退に係る書面提示
②休業期間中の賃金支払い
③復職後の賃金増額と定年退職
までの保証
④書面での謝罪

2 解決 R3.5.6

令和３年個別的労使紛争に係るあっせん事件一覧表

－ － 不開始 R3.3.4

あっせん員 終結日
処理
日数

11

あっ
せん
回数

3-4 医療・福祉

定年退職後の再雇用において事
務員から介護職員への配置転換
は違法な配置転換に該当すること
を理由に事務員の地位を有するこ
との確認

(公)  窪田哲也
(労)  杉原孝一
(使)  小林隆二

1

933-1 製造業

パワハラ行為を目撃した人への聞
き込み調査をした上での再調査を
求める

(公)  齋藤雅代
(労)  萩原雄二
(使)  栗山直樹

解決

－ － 不開始 R3.3.17 29

3-7 その他

①ハラスメントに対する謝罪
②確実な再発防止策の実施
③ハラスメントによって生じた精神
的苦痛に対する○円の慰謝料の
支払い

－ －

打切

3-5 金融業,保険業

①突然の雇い止めによる生活保障
②精神的苦痛に対する補償の支
払い

(公)齋藤雅代
(労)佐々木琢郎
(使)古屋哲彦

124

3-6 林業

不法行為、上司による嫌がらせ等
を解決するよう願い出ても無期限
に保留とされ退職を余儀なくされ
た。逸失利益、慰謝料、未消化有
給休暇合わせて○円の支払いを
求める

(公) 赤池幸江
(労) 窪田清
(使) 長坂正彦

R3.8.11
R3.9.8

R3.11.5

84

2

R3.12.9 32

R3.2.3
R3.3.2

R3.7.5
R3.7.28

2 解決 R3.11.2

R3.4.14
R3.5.6

R3.6.14 62

R3.11.8

R3.2.17
－

R3.2.22
－

不開始
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２ 事件の概要

（１）令和3年(個)第1号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 製造

エ 申 請 年 月 日 令和3年2月3日

オ あっせん員指名年月日 令和3年3月2日

カ 終 結 年 月 日 令和3年5月6日

キ 終 結 状 況 解決

ク あっせん事項 パワハラ行為を目撃した人への聞き込み調査をした上で

の再調査を求める

ケ あ っ せ ん 員 （公）齊藤雅代 （労）萩原雄二 （使）栗山直樹

コ 申請に至るまでの経過

平成26年10月から平成27年12月まで、ＸはＹ社東京営業所に配属された。

東京営業所に在籍中、上司であるＹ1部長から、威圧的、感情的、支配的な扱

い、罵倒や叱責といったパワハラ行為を受け、うつ病と診断された。

平成29年1月、ＸはＹ1部長のパワハラ行為について、現在在籍している山

梨県内の事業所の相談窓口担当者である従業員Ｙ2に相談したが、パワハラ行

為の目撃者への調査は行われず、当事者への聴き取りだけで「パワハラの可

能性は低く、パワハラはなかった」と結論付けられた。また、ＸはＹ2から脅

しのような言葉をかけられた。

令和2年7月末、Ｘは一連のＹ2の対応への不満について、Ｙ社本社の相談窓

口担当者への相談を開始し、同年12月までやりとりをしたものの、その対応

にも不信感を抱くに至った。

令和3年2月3日、Ｘは本労働委員会にあっせん申請書を提出した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年3月18日 第1回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

あっせん事項であるパワハラ行為の再調査に着手する前提として、Ｙ2の

対応に係るＸが示す疑義について、本あっせんの場でＹ2本人が回答してほ

しい。
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（Ｙ社の主張）

Ｙ2の対応についても、会社が組織として調査を行った上で、事実に基づ

いて回答すべき事柄であり、Ｙ2本人の個人的な認識で回答すべきではない

ため、本あっせんの場でＹ2本人から直接回答させることは、困難である。

（あっせん員の対応）

あっせん員はＸに対し、Ｙ2の対応はパワハラ行為の再調査に関連する事

柄であるから、Ｙ2の対応の調査を、パワハラ行為の再調査の前提ではなく、

再調査自体の対象範囲に含めることを提案した。

令和3年5月6日 第2回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

Ｙ2の対応の調査を、パワハラ行為の再調査の前提とせずに別個の調査とし

て捉え、その上でパワハラ行為の再調査を先に進めることは、構わない。

なお、本あっせんの会社側担当者であるＹ3は、Ｙ2の対応当時、Ｙ2の上司

であったことに気づき、Ｙ3がＹ2の対応に関与していたのではないかと疑念

を持った。

よって、パワハラ行為の再調査を行う際の担当者からＹ3を外してほしい。

また、Ｙ2の対応に係るＸが示す疑義については、あくまでＹ2の対応の調査

の前に、Ｙ2本人の回答が困難であるならば、Ｙ3本人が回答してほしい。仮

に、その回答に納得できれば、必ずしもＹ2の対応を調査する必要はない。

（Ｙ社の主張）

  パワハラ行為の再調査の過程で、会社は組織としてハラスメント行為の有

無と併せて、Ｙ2の対応についても調査し、事実を認定することとなるが、確

かに、Ｘの疑念どおりである可能性もある。そうすると、Ｙ3本人も調査対象

となることから、パワハラ行為の再調査の担当者からＹ3を外すことする。

  しかしながら、いずれの場合であっても、事実認定の前段階で、Ｙ2の対応

に係るＸの疑義についてのみ、先に回答することはできない。

（あっせん員の対応）

あっせん員は、Ｙ2の対応の調査を、パワハラ行為の再調査自体の対象範

囲に含めることとするよう、Ｘへ説得を行った。

Ｘがあっせん員の説得に応じたため、あっせん案を締結した。
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あっせん案（要旨）

１ Ｙ社は、本件紛争に至ったことについて、適切に再調査を行う。

２ Ｙ社は、Ｘが事業所の相談窓口へ相談した際のＹ2の対応の是非につい

て、前条の再調査に含める。

３ Ｙ社は再調査に関する担当者を、本あっせん後、本件の経緯に直接関係

のない者に変更する。

４ Ｙ社は、再調査をＺ法律事務所に委託する。なお、受託者は中立公平な

第三者として再調査を行う。

５ 再調査は、本あっせん後、速やかに開始する。

第 14 章

― 42 ―



第14章

- 43 -

（２）令和3年(個)第2号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 学習支援業

エ 申 請 年 月 日 令和3年2月17日

オ あっせん員指名年月日 ―

カ 終 結 年 月 日 令和3年3月17日

キ 終 結 状 況 不開始

ク あっせん事項  ①休業補償給付請求書面の事業主欄への署名

③休業手当の支給

③解雇の撤回

ケ あ っ せ ん 員 ―

コ 申請に至るまでの経過

平成28年5月 ＸはＹ社の会員を送迎する運転手として採用された。

当時、フロントの別職員がごみ捨てなどの清掃業務を行っていたが、当該

職員が腕を負傷後は、Ｘがそれらの業務を行うようＹ社から指示を受けた。

令和元年3月13日 同日付けで初めて労働条件通知書が交付されたが、従事

すべき業務として運転手として採用されたにもかかわらず、運転手に加え清

掃業務も記載されていた。また、同時に示されたタイムスケジュール表はＸ

の勤務状況の実態とは異なっており、なおかつごみ捨て業務も記載されてい

た。

令和元年6月 Ｙ社はＸに意見を聴くことなく就業規則を定め、令和2年4月

以降は、運転業務がなくなり清掃業務だけを行うこととされた。

令和2年4月1日 Ｘは清掃中にトレーニング器具を移動させたところ、器具

が非常に重かったことから腰を痛め、後日受診した結果「急性腰痛症」で全

治１ヶ月と診断された。

その後6月23日、24日に出勤したものの、休職（欠勤）している状態とな

った。

令和2年7月 Ｘは不当な配置転換（運転手→清掃業務）について労働審判

の申立てを行った。

令和2年12月22日付けでＹ社から内容証明郵便が届き、Ｘは普通解雇され

た。

令和3年2月17日 Ｘは本労働委員会にあっせんを申請した。
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サ あっせん申請後の経過

令和3年2月19日 被申請者にあっせん申請があった旨連絡したところ、あ

っせんの応諾については顧問弁護士と協議の上決定する旨

の回答があった。

3月 4日 被申請者から、本件は裁判で争うためあっせんは受けな

い旨の回答があった。

3月17日 被申請者から、あっせんは受けない旨の通知があった。

             会長は本件の不開始を決定した。
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（３）令和3年(個)第3号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 卸売・小売

エ 申 請 年 月 日 令和3年2月22日

オ あっせん員指名年月日  ―

カ 終 結 年 月 日 令和3年3月4日

キ 終 結 状 況 不開始

ク あっせん事項 ①強要による休職期間終了後の職場復帰の可否について、

書面で提示すること

②休業期間中の賃金を支払うこと

③復職後の賃金について労働審判における合意書の内容

を加味した賃金とし定年退職まで補償すること

④会社及び顧問弁護士による嫌がらせ的通知書について、

書面で謝罪すること

ケ あ っ せ ん 員 ―

コ 申請に至るまでの経過

Ｘは令和元年6月～7月 腰痛で1～3日の有給休暇を取得したところ、社長か

ら安全配慮義務の履行を理由に8月1日から休業させられた。

その後、労災申請をするよう依頼したが必要書類への証明はしてもらえず、

健康保険の傷病手当に関する手続きの際も会社印を押印してもらえなかった。

令和元年8月以降 社長に対し職場復帰に関して何度か連絡をしたが、全く

返事がなかった。

その他、Ｙ社及び顧問弁護士から、未払賃金に係る労働審判において受領

した解決金に対し、過去の年末調整の追加徴収金額としてＹ社から数万円を

請求され、また、顧問弁護士から無断欠勤した旨を書面で通知されるなどの

嫌がらせを受けた。

  労働局のあっせんを利用したが、Ｙ社の不応諾により打切られた。

令和3年2月22日 Ｘは本労働委員会にあっせんを申請した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年3月1日 被申請者にあっせん申請があった旨連絡したところ、あっ

せんの応諾については、顧問弁護士と協議の上決定する旨の

回答があった。

第14章

- 44 -

サ あっせん申請後の経過

令和3年2月19日 被申請者にあっせん申請があった旨連絡したところ、あ

っせんの応諾については顧問弁護士と協議の上決定する旨

の回答があった。

3月 4日 被申請者から、本件は裁判で争うためあっせんは受けな

い旨の回答があった。

3月17日 被申請者から、あっせんは受けない旨の通知があった。

             会長は本件の不開始を決定した。
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3月2日 被申請者代理人から、本件は申請者代理人と裁判も視野に

入れ交渉を開始していることから、あっせんは受けない旨の

回答があった。

3月4日 被申請者代理人から、あっせんは受けない旨の通知があっ

た。

会長は本件の不開始を決定した。
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（４）令和3年(個)第4号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 医療・福祉

エ 申 請 年 月 日 令和3年4月14日

オ あっせん員指名年月日  令和3年5月6日

カ 終 結 年 月 日 令和3年6月14日

キ 終 結 状 況  打切り

ク あっせん事項 Ｘの定年退職後の再雇用において、事務員から介護職員

へ配置転換したことが、違法な配置転換に該当すること

を理由に、事務員の地位を有することの確認

ケ あ っ せ ん 員 （公）窪田哲也 （労）杉原孝一 （使）小林隆二

コ 申請に至るまでの経過

平成22年2月22日 ＸはＹ社に介護職の正社員として採用された。これ以

前は別会社で経理事務に９年ほど従事していた。

勤務開始後２週間程度で、前職での経験から経理の事務員として勤務す

ることとなった。

Ｘはヘルパー２級の資格を有しているが、介護の実務経験は就職後から

経理事務員となる間の２週間以外にほとんどなかった。

以後、60歳の定年となる令和3年3月までの11年間経理事務員としてＹ社

に勤務したが、その間、使用者から介護員への配置転換の打診は一切なか

った。

令和3年2月1日 定年退職に伴い再雇用されるに当たり、ＸはＹ社に対し

て引き続き事務職での再雇用を希望する旨を伝えたが、同日Ｙ社からは介

護員として再雇用する旨の通知があった。

同日、Ｘは労働組合を設立し、3月4日、3月26日に、Ｘの配置転換は労

働契約法、高齢者雇用安定法に反しており事務員としての地位を有するこ

とを内容とする団体交渉を実施した。

令和3年4月14日 Ｘは本労働委員会にあっせんを申請した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年6月14日 第1回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

介護員として再雇用されることは考えておらず、また、金銭的解決も
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考えていない。

職種の変更についてはこれまで言われたことがなく、介護員の経験は殆

どないに等しい。

仕事にプライドがあり傷付けられた。これを回復したい。

（Ｙ社の主張）

再雇用の条件は介護員であり、あっせん員から提示のあった、事務員と

して引き継ぎを行いながら介護員として勤務するというような兼務案は考

えられない。

介護員とする理由について、事務員の若返りだけでなく、Ｘの能力や規

範意識といった、これまでの就業に関わる部分に問題があったことも一因

である。

金銭的解決も視野に入れているが、違法なことはしておらず、手厚い提

案をしていると思っているため、解決金について過大なものは考えていな

い。

（あっせん員の対応）

あっせん員は、介護員での復職、金銭的解決も考えていないというＸに

対し、あっせんは、事態を収めるためにお互い主張した上で譲歩して折り

合いを付けるものであり、金銭的解決も一考ではないかと提案した。

一方、Ｙ社に対しては、事務員と介護員の兼務案が可能か再度確認する

とともに、Ｘは使用者に対する嫌悪感が強く、このままでは和解が望めな

いこと、Ｙ社はこれまでのＸの事務処理ミスや素行等に対してその都度適

切に対処してきたとは言えず、金銭解決の場合、ある程度の負担は避けら

れないことを伝えた。

（結論）

  あっせん員の説得の結果、Ｘは金銭的解決には応じず、事務員として

の再雇用しか考えられない旨主張し、Ｙ社はＸの事務員としての再雇用

はできない旨主張した。

  以上のことから、あっせん員は、当事者の主張が平行線であり妥協点

を見出すことが極めて困難で解決の見込みがないと判断し、打切りを決

定した。
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考えていない。

職種の変更についてはこれまで言われたことがなく、介護員の経験は殆

どないに等しい。

仕事にプライドがあり傷付けられた。これを回復したい。

（Ｙ社の主張）

再雇用の条件は介護員であり、あっせん員から提示のあった、事務員と

して引き継ぎを行いながら介護員として勤務するというような兼務案は考

えられない。

介護員とする理由について、事務員の若返りだけでなく、Ｘの能力や規

範意識といった、これまでの就業に関わる部分に問題があったことも一因

である。

金銭的解決も視野に入れているが、違法なことはしておらず、手厚い提

案をしていると思っているため、解決金について過大なものは考えていな

い。

（あっせん員の対応）

あっせん員は、介護員での復職、金銭的解決も考えていないというＸに

対し、あっせんは、事態を収めるためにお互い主張した上で譲歩して折り

合いを付けるものであり、金銭的解決も一考ではないかと提案した。

一方、Ｙ社に対しては、事務員と介護員の兼務案が可能か再度確認する

とともに、Ｘは使用者に対する嫌悪感が強く、このままでは和解が望めな

いこと、Ｙ社はこれまでのＸの事務処理ミスや素行等に対してその都度適

切に対処してきたとは言えず、金銭解決の場合、ある程度の負担は避けら

れないことを伝えた。

（結論）

  あっせん員の説得の結果、Ｘは金銭的解決には応じず、事務員として

の再雇用しか考えられない旨主張し、Ｙ社はＸの事務員としての再雇用

はできない旨主張した。

  以上のことから、あっせん員は、当事者の主張が平行線であり妥協点

を見出すことが極めて困難で解決の見込みがないと判断し、打切りを決

定した。

第14章

- 49 -

（５）令和3年(個)第5号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 金融業、保険業

エ 申 請 年 月 日 令和3年7月5日

オ あっせん員指名年月日 令和3年7月28日

カ 終 結 年 月 日 令和3年11月5日

キ 終 結 状 況 解決

ク あっせん事項 ①突然の雇い止めによる生活保障

②精神的苦痛に対する補償の支払い

ケ あ っ せ ん 員 （公）齋藤雅代 （労）佐々木琢郎 （使）古屋哲彦

コ 申請に至るまでの経過

平成29年10月1日 ＸはＹ社に有期雇用の臨時職員として採用され、令和3年

3月31日まで基本的に半年毎に契約を更新した（７回更新、３年半勤務）。

令和2年秋頃 役員から今後の契約（令和3年4月以降）について希望を確認

され、引き続き雇用を希望する旨を伝えた。

令和3年1月頃 支所長から「来年度も仕事を手伝ってほしい。」等と言われ、

Ｘは引き受ける旨を回答した。

令和3年2月17日 支所長から掌を返したように「辞めて欲しい」と言われ、

この時「はい」と言ってしまった。

令和3年3月31日 契約期間満了により退職となった。

4月21日 ＸからＹ社へ慰謝料等を要求する旨の通知書を送付した。

4月26日 Ｙ社からＸへ面談を行う旨通知した。（6月9日面談実施）

6月25日 Ｙ社からＸへ要求事項に応じることができない旨通知した。

6月28日 Ｘは本労働委員会に労働相談を行った。

7月 5日 Ｘは本労働委員会にあっせん申請書を提出した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年9月21日 第1回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

  令和2年12月頃、労働組合が人員の適正配置の関係で社員２人を配置する

ことを本所に要望したい旨を支所長に伝えており、その際に労働組合は職員

を一人一人呼び出し、臨時職員を辞めさせることの同意を取っていた。

この際、支所長からは「「Ｘさんがいないと仕事が回らない。」と労働組
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合に伝えた。だからこれからも頑張ってくださいね。」と言われたため、契

約の更新を期待した。

同時期から職場内でＸに対する嫌がらせが始まったが、支所長から必要だ

と言われていたため、嫌がらせに耐えて働き続けようと思った。

令和3年2月17日、支所長から「辞めてほしい」と言われた際、今よりも嫌

がらせがひどくなるのではないかなどと考えると、本心を言うことができず、

つい「辞めます」と言ってしまった。

現在に至るまで、気持ちとしては納得できておらず、新しい仕事にも就い

ていない。更には、体調も崩してしまった。

今声を上げないと怒りも収まらず前に進めないと思い今回の申請に至った。

（Ｙ社の主張）

人間関係の問題が無ければ、契約は更新するつもりだった。

2月17日の退職勧奨は、周りの職員からＸに退職の意向があると聞いたた

め話合いの場を設定したもの。

あっせん事項の金額は納得のいく金額ではなく、支所長が契約更新を期待

させた事実はあるが、Ｘの勤務態度にも問題があり、様々あった中で双方が

合意の上、契約期間満了で退職となった。

退職手続きについても申請者の意向を汲んで対応しており、申請者の復職

は考えていない。

解決金として金額を支払うのであれば、契約更新を期待させたというこち

らのミスを考慮してのものである。

（あっせん員の対応）

両者の主張を確認したところ、金額に対する隔たりが大きかったため、次

回期日までに両当事者に対し歩み寄りを検討するよう促し、第１回あっせん

を終了した。

令和3年11月1日 第2回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

裁判は金銭的な面で負担が大きいためこのあっせんで解決したいと考えて

おり、Ｙ社が○円以上は支払わないと言うのであれば、やむを得ない。

必要な時は会社に居てもらわないと困るなどと言い、不要となったら切り

捨てる、会社側の姿勢が許せない。
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（Ｙ社の主張）

会社としては、Ｘは３年半業務に励んできたこともあり、今回のあっせん

が不調に終わるのではなく何とか解決できないかと考えている。

ただし、双方合意の上で退職となったと思っていたところ、この様な状況

になったことから、ここで和解したとしても、今後、Ｘが裁判を起こさない

とも限らず、このことを危惧している。

（あっせん員の対応）

Ｘは体調を崩しており、今回の件を解決して気持ちを切り替えたいと言っ

ていること、また、あっせん案には清算条項が含まれるため、あっせんが成

立した場合は両者とも今回の件を蒸し返すことはできない旨をＹ社に伝えた。

その後、両当事者の主張を聞き、お互い解決を希望しており歩み寄りの姿

勢がみられたため、解決金額を提示したところ、Ｘは了承したものの、Ｙ社

は一度社に持ち帰って結論を出すこととなった。

（結論）

後日、Ｙ社から応諾する旨の回答があり、あっせん案を締結した。

あっせん案（要旨）

１ Ｙ社は、Ｘに対し、本件紛争の解決金として金○円を支払う。

２ 清算条項

３ 口外禁止条項

第 14 章

― 51 ―



第14章

- 52 -

（６）令和3年(個)第6号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 林業

エ 申 請 年 月 日 令和3年8月11日

オ あっせん員指名年月日 令和3年9月8日

カ 終 結 年 月 日 令和3年11月2日

キ 終 結 状 況 解決

ク あっせん事項 不法行為、上司による嫌がらせ等を解決するように願い

出ても無期限に保留とされ退職を余儀なくされた。逸失利

益、慰謝料、未消化有給休暇合わせて○円の支払いを求め

る。

ケ あっせん員 （公）赤池幸江 （労）窪田清 （使）長坂正彦

コ 申請に至るまでの経過

令和3年3月下旬 パワハラの行為者であるＹ1氏からのＸに対する嫌がらせ

の言動や態度がひどくなり、不眠症になった。

令和3年4月9日 上司であるＹ2氏に相談するが、職場の体質改善は無理と

のことで退職を勧められる。

令和3年4月20日 Ｙ2氏に再度相談するが、Ｙ2氏もまたＹ1氏から嫌がらせ

を受けているとの話しがあった。

令和3年4月21日 精神的肉体的に限界となり休職に至る。

令和3年4月26日 Ｙ社にＹ1氏から受けた嫌がらせについて報告し、問題の

解決または休職及び退職に対する給与補償のいずれかの対応を求めたが、回

答は後日とされた。

令和3年5月17日 一向に回答がないためＹ社に回答を求めたところ「無期

限に保留」という内容だった。

令和3年6月15日 その後もＹ社から回答はなく、退職に至った。

令和3年6月25日 Ｙ社に損害賠償請求に係る通知書を書留内容証明郵便で

送付した。

令和3年7月 7日 Ｙ社から回答書が送付された。

令和3年7月19日 回答書で要求されたパワハラの具体的内容について記載

した文書をＹ社に送付した。

令和3年8月 6日 Ｙ社Ｙ3顧問とＹ2氏、Ｘの３名で話合いを行った。その

際Ｙ社から法的手段をとるなど、公の機関を通した手続きを行うよう提案さ
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（６）令和3年(個)第6号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 林業

エ 申 請 年 月 日 令和3年8月11日

オ あっせん員指名年月日 令和3年9月8日

カ 終 結 年 月 日 令和3年11月2日

キ 終 結 状 況 解決

ク あっせん事項 不法行為、上司による嫌がらせ等を解決するように願い

出ても無期限に保留とされ退職を余儀なくされた。逸失利

益、慰謝料、未消化有給休暇合わせて○円の支払いを求め

る。

ケ あっせん員 （公）赤池幸江 （労）窪田清 （使）長坂正彦

コ 申請に至るまでの経過

令和3年3月下旬 パワハラの行為者であるＹ1氏からのＸに対する嫌がらせ

の言動や態度がひどくなり、不眠症になった。

令和3年4月9日 上司であるＹ2氏に相談するが、職場の体質改善は無理と

のことで退職を勧められる。

令和3年4月20日 Ｙ2氏に再度相談するが、Ｙ2氏もまたＹ1氏から嫌がらせ

を受けているとの話しがあった。

令和3年4月21日 精神的肉体的に限界となり休職に至る。

令和3年4月26日 Ｙ社にＹ1氏から受けた嫌がらせについて報告し、問題の

解決または休職及び退職に対する給与補償のいずれかの対応を求めたが、回

答は後日とされた。

令和3年5月17日 一向に回答がないためＹ社に回答を求めたところ「無期

限に保留」という内容だった。

令和3年6月15日 その後もＹ社から回答はなく、退職に至った。

令和3年6月25日 Ｙ社に損害賠償請求に係る通知書を書留内容証明郵便で

送付した。

令和3年7月 7日 Ｙ社から回答書が送付された。

令和3年7月19日 回答書で要求されたパワハラの具体的内容について記載

した文書をＹ社に送付した。

令和3年8月 6日 Ｙ社Ｙ3顧問とＹ2氏、Ｘの３名で話合いを行った。その

際Ｙ社から法的手段をとるなど、公の機関を通した手続きを行うよう提案さ
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れた。

令和3年8月11日 Ｘは本労働委員会にあっせん申請書を提出した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年10月25日 第1回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

    退職に追い込まれた原因は、Ｙ1氏からのパワハラとＹ社の対応によるも

のである。パワハラにより不眠等の症状があり、自分自身が完全に傷つく前

に休職した。なお、病院は受診しておらず、診断書等はない。

Ｙ社は、Ｙ1氏のハラスメント行為に関するＸからの報告に対して、事実

確認や改善、補償による解決等のいずれの対応もとらず、回答について「無

期限に保留」とした。

Ｙ社の対応は申請者に対し多大な精神的苦痛を与え、退職せざるを得なく

なった。

（Ｙ社の主張）

Ｙ1氏からＸへの、指導の範囲を超えた嫌がらせ行為があったことは認め

る。

何らかの請求には応じざるを得ず、逸失利益分は支払うつもりである。

しかし、慰謝料を認めた場合、明らかに自社側に過失があることを認める

ことになるため難しい。

（あっせん員の対応）

  あっせん員はＹ社に対して、パワハラを認めるのであれば慰謝料を支払え

ないか検討するよう促した。

  金額に対する隔たりが大きかったため、次回期日を設定し、それまでに両

当事者に対し歩み寄りを検討するよう促し、第１回あっせんを終了した。

令和3年11月2日 第2回あっせんを開催した。

（Ｘの主張）

  金額については最低限の要求しかしておらず、Ｙ社のこれまでの不当な扱

いが許せない。

早急に解決してもらわないと慰謝料を増額せざるを得ない。

なお、金額の内訳にはこだわらない。
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（Ｙ社の主張）

パワハラの事実は確認できているため、ある程度の金銭の支払いはやむを

得ない。

（あっせん員の対応）

両当事者に対し、今回の事件を解決するためには金額について両者がどこ

まで歩み寄ることができるかが重要であることを示した。また、Ｙ社に対し

Ｘとの和解を進め、早急に組織の立て直しに取りかかってほしい旨を伝えた。

その後、個別折衝において両当事者の主張を聞きながら、粘り強く説得を

試みた。

（結論）

個別折衝を経て、解決金額について両当事者の合意が形成されたため、あ

っせん案を締結した。

あっせん案（要旨）

１ Ｙ社は、Ｘに対し、本件紛争の解決金として金○円を支払う。

２ 清算条項
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（Ｙ社の主張）

パワハラの事実は確認できているため、ある程度の金銭の支払いはやむを

得ない。

（あっせん員の対応）

両当事者に対し、今回の事件を解決するためには金額について両者がどこ

まで歩み寄ることができるかが重要であることを示した。また、Ｙ社に対し

Ｘとの和解を進め、早急に組織の立て直しに取りかかってほしい旨を伝えた。

その後、個別折衝において両当事者の主張を聞きながら、粘り強く説得を

試みた。

（結論）

個別折衝を経て、解決金額について両当事者の合意が形成されたため、あ

っせん案を締結した。

あっせん案（要旨）

１ Ｙ社は、Ｘに対し、本件紛争の解決金として金○円を支払う。

２ 清算条項
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（７）令和3年(個)第7号あっせん事件

ア 申 請 者 Ｘ

イ 被 申 請 者 Ｙ社

ウ 業 種 その他

エ 申 請 年 月 日 令和3年11月8日

オ あっせん員指名年月日  －

カ 終 結 年 月 日 令和3年12月9日

キ 終 結 状 況 不開始

ク あっせん事項 ①ハラスメントに対する謝罪

②確実な再発防止策の実施

③ハラスメントによって生じた精神的苦痛に対する○円の

慰謝料の支払い

ケ あ っ せ ん 員 －

コ 申請に至るまでの経過

令和3年 6月 2日 ＸはＹ社に嘱託職員として入社した。

令和3年10月11日 ＸはＹ社が開催する研修の日程調整に当たり、上司のＹ

1に優先事項等を確認した上で調整結果を直接受講対象者に伝えたところ、

Ｙ1はいきなり激高しＸに対し「おまえは！」と怒声を浴びせた。

令和3年10月13日 本部のＹ2課長との面談の中でこの件について書面を提

示し、対処を求めた。

令和3年10月19日 本部のＹ3部長とＹ4課長との面談の中でも書面を提示し、

対処を求めた。

令和3年10月29日 Ｙ2課長立ち会いの下で話し合いが行われ、Ｙ1は明確に

ハラスメントを認めたものの謝罪は無かった。

令和3年11月 8日 Ｘは本労働委員会にあっせんを申請した。

サ あっせん申請後の経過

令和3年11月12日 被申請者にあっせん申請があった旨連絡したところ、

あっせんの応諾については、顧問弁護士と協議の上決定

する旨の回答があった。

12月 8日 被申請者から、あっせんは受けない旨の通知があった。

12月 9日  会長は本件の不開始を決定した。
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３ 労働相談

個別的労使紛争に係るあっせんの利用については、県中小企業労働相談所の

労働相談を受けていることを前提としていたが、平成22年9月から労働委員会

でも労働相談を受けることとし、労働相談からあっせんへスムーズに移行でき

るようにした。

令和3年中に受け付けた労働相談件数は177件であった。また、個別労働関係

紛争処理月間である10月に、委員による出張労働相談会を実施した。

労 使 双 計

171 6 177

経営又は人事 43 43

ｱ 12 12

ｲ 1 1

ｳ 2 2

ｴ 2 2

ｵ 22 22

ｶ 1 1

ｷ 3 3

29 2 31

ｸ 7 7

ｹ 2 2

ｺ 4 1 5

ｻ 1 1

ｼ

ｽ 1 1 2

ｾ 3 3

ｿ 3 3

ﾀ 6 6

ﾁ 2 2

58 2 60

ﾂ 10 10

ﾃ 5 1 6

ﾄ 2 2

ﾅ 10 10

ﾆ 1 1

ﾇ 8 8

ﾈ 6 6

ﾉ

ﾊ 4 1 5

ﾋ 5 5

ﾌ 7 7

53 1 54

ﾍ 2 2

ﾎ 51 1 52

15 1 16

ﾏ 15 1 16

198 6 204

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

育児休業・介護休業

令和3年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相　談　・　助　言

実　件　数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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労 使 双 計

171 6 177

経営又は人事 43 43

ｱ 12 12

ｲ 1 1

ｳ 2 2

ｴ 2 2

ｵ 22 22

ｶ 1 1

ｷ 3 3

29 2 31

ｸ 7 7

ｹ 2 2

ｺ 4 1 5

ｻ 1 1

ｼ

ｽ 1 1 2

ｾ 3 3

ｿ 3 3

ﾀ 6 6

ﾁ 2 2

58 2 60

ﾂ 10 10

ﾃ 5 1 6

ﾄ 2 2

ﾅ 10 10

ﾆ 1 1

ﾇ 8 8

ﾈ 6 6

ﾉ

ﾊ 4 1 5

ﾋ 5 5

ﾌ 7 7

53 1 54

ﾍ 2 2

ﾎ 51 1 52

15 1 16

ﾏ 15 1 16

198 6 204

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

育児休業・介護休業

令和3年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相 談 ・ 助 言

実 件 数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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３ 労働相談

個別的労使紛争に係るあっせんの利用については、県中小企業労働相談所の

労働相談を受けていることを前提としていたが、平成22年9月から労働委員会

でも労働相談を受けることとし、労働相談からあっせんへスムーズに移行でき

るようにした。

令和3年中に受け付けた労働相談件数は177件であった。また、個別労働関係

紛争処理月間である10月に、委員による出張労働相談会を実施した。

労 使 双 計

171 6 177

経営又は人事 43 43

ｱ 12 12

ｲ 1 1

ｳ 2 2

ｴ 2 2

ｵ 22 22

ｶ 1 1

ｷ 3 3

29 2 31

ｸ 7 7

ｹ 2 2

ｺ 4 1 5

ｻ 1 1

ｼ

ｽ 1 1 2

ｾ 3 3

ｿ 3 3

ﾀ 6 6

ﾁ 2 2

58 2 60

ﾂ 10 10

ﾃ 5 1 6

ﾄ 2 2

ﾅ 10 10

ﾆ 1 1

ﾇ 8 8

ﾈ 6 6

ﾉ

ﾊ 4 1 5

ﾋ 5 5

ﾌ 7 7

53 1 54

ﾍ 2 2

ﾎ 51 1 52

15 1 16

ﾏ 15 1 16

198 6 204

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

育児休業・介護休業

令和3年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相　談　・　助　言

実　件　数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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労 使 双 計

171 6 177

経営又は人事 43 43

ｱ 12 12

ｲ 1 1

ｳ 2 2

ｴ 2 2

ｵ 22 22

ｶ 1 1

ｷ 3 3

29 2 31

ｸ 7 7

ｹ 2 2

ｺ 4 1 5

ｻ 1 1

ｼ

ｽ 1 1 2

ｾ 3 3

ｿ 3 3

ﾀ 6 6

ﾁ 2 2

58 2 60

ﾂ 10 10

ﾃ 5 1 6

ﾄ 2 2

ﾅ 10 10

ﾆ 1 1

ﾇ 8 8

ﾈ 6 6

ﾉ

ﾊ 4 1 5

ﾋ 5 5

ﾌ 7 7

53 1 54

ﾍ 2 2

ﾎ 51 1 52

15 1 16

ﾏ 15 1 16

198 6 204

（注）・実件数は、受け付けた相談件数であり、1件の相談の中に紛争内容が複数ある場合は、それ

育児休業・介護休業

令和3年労働相談件数一覧表

        ぞれの項目に計上し、その合計を延べ件数としている。

職場の人間関係

セクハラ

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

時間外労働

安全・衛生

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等

労働条件等

その他賃金

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

賃金減額

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

       ・委員による出張労働相談の件数を含む。

配置転換、出向・転籍

相 談 ・ 助 言

実 件 数

解雇

年金（企業年金・厚生年金等）

一時金

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

紛争内容
区分

紛争内容
区分
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№ 開催日時 場所 相談者 相談員 相談概要

1
派遣社員

女性

（公）堀内
事務局

（使）小林

〇他の派遣会社からの従業員より時給等が低い。
○派遣元に訴えてもなかなか対応してもらえない。
○有給休暇も取得したいと思うときに取得できない。

2
正社員

男性

（公）齋藤
（労）坪井
（使）浦田

〇同じ製造ラインで働く同僚からパワハラを受けた。
社長に相談したところ社長からもパワハラを受けた。
○精神科を受診し、退職に追い込まれたが、会社から
謝罪等なく納得できない。

3
正社員

男性

（公）小野
（労）宮下
（使）栗山

○直属の上司からパワハラを受けうつ病で病院に通っ
ており、休職中。
○復帰をする予定であるが、その際パワハラ行為者と
面談しなければならず、支障となっている。

4
正社員

女性

（公）赤池
（労）杉原
（使）古屋

〇求人票では月給制であったが実際は日給月給で計算
され、求人票より少ない給与となっている。
○使用者に勝手にタイムカードを押されてしまうため
残業代も支払われていない。
〇休憩時間についても契約通り取得できていない。

委員による出張労働相談会開催状況（事前予約制で実施）

R3.10.9

R3.10.10

ﾗｻﾞｳｫｰｸ
甲斐双葉

県立富士山
世界遺産ｾﾝﾀｰ
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第15章 労働委員会の活性化

22

【令和３年の主な取り組み】

１ 労働委員会制度の認知度を高める方策

２ 委員及び事務局職員の資質の維持・向上を図るための方策

終

３ 労使紛争の未然防止のための方策

４ 迅速・的確な審査・調整手続きを充実させるための方策

５ 個別労働紛争解決への適切な対応を促進するための方策

第 15 章

5



1

21～30 864 864 687 13 46 42 76

31～40 646 646 614 11 12 9 25 634 1 9 2

41～50 254 256 190 51 6 7 37 212 1 40 3

51～60 137 140 100 23 9 5 3 118 21 1

61～H7 86 87 66 14 5 1 2 77 9 1

8～14 58 59 45 7 6 10 52 7

15～24 56 56 51 3 2 3 50 6

25 7 7 7 1 7

26 2 2 2 2

27 6 8 6 2 6 2

28 1 3 1 1 1 1 1

29 9 10 6 2 1 2 6 1 1 2

30 3 5 2 1 2 2 1

R1 6 7 5 1 6 1

R2 2 3 2 1 1 1

R3 6 7 5 2 5 2

計 2 143 - 1,784 133 41 68 42 76 (86) (1,177) 3 (99) -

（注1）　 計 の（　）内の数 は 和31年 の 計件数で
（注2）　H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

（資料 ）年別・労働 資

係

件
数

当
労
働

人

令和3年12月31日現在

年

分

総
会

そ
の
他

年
件
数

- 59 -
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40

21～30 21 21 6 15 5 4 1 9 2

31～40 17 18 1 15 1 2 2 2 5 6

41～50 46 48 1 29 16 2 1 4 2 27 6 4

51～60 17 20 10 7 2 3 9 3

61～H7 11 12 7 4 1 2 4 3 1

8～14 5 7 3 2 1 4

15～24 2 2 1 1 1 1

25

26 2 2 2 2

27 2

28 1 3 1 1

29 2 3 2 2

30 1 3 1 1

R1 2 3 1 1 1 1

R2 1 3 1 1

R3 1 3 1 1

計 129 - 8 89 32 5 9 7 12 4 58 25 8 1

（注）　H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

年

人
件
数

分
人

令和3年12月31日現在

労働 7条

1
・
2
・

3

係

件
数

労

（資料 ）年別・ 労働 件

1
・
2

1
・
3

1
・
2
・
3

2
・
3

1

人
・ 2
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21～30 21 21 1 2 1 16 1

31～40 17 18 16 2

41～50 46 48 2 6 1 27 9 3

51～60 17 20 2 3 1 11 2 1

61～H7 11 12 4 5 1 2

8～14 5 7 1 1 5

15～24 2 2 2

25

26 2 2 2

27 2 2

28 1 3 1 1 1

29 2 3 1 2

30 1 3 1 1 1

R1 2 3 1 2

R2 1 3 1 2

R3 1 3 1 1 1

計 129 - 1 5 16 4 3 85 15 -

（注）　H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

（資料 ）年別・ 労働 件

令和3年12月31日現在

令・

和
解

一処

分

件
数

係

件
数

年

- 61 -
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S21 31 41 51 61 8

30 40 50 60 H7 14

1 1

4 1 5

6 1 7

2 1 3

2 2

1 1

1 2 3

3 2 5

8 1 9

1 1 1 2 1 6

3 4 2 9

1 18 5 4 28

2 1 1 2 6

2 2 4

2 4 1 1 8

2 3 5

3 3 5 3 14

1 1

21 17 46 17 11 5 117

（注） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

そ の 他業

（資料 ）年別 別・ 労働 件 件数

、 、 業

業・ 業

業

計
年

業

業

業 ・ 業 ・ 業

業

業

業

計

そ の 他 業

金 、 保 険 、 業

そ の 他

務

業

育

業 、 業

業

、 、 業

パ 、 、 業

出 、 、 関 業

業 、 業

業

金 業
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15

24

1 1

1 1 1 3

2 1 1 1 5

1 1 1 3

2 0 2 0 1 2 1 2 1 1 12

（注） 15年 は 業分 に 分

業 、 業

3026

業

業・ 業

業

25

業

29

業

、 、 給、 業

R1

パ 、 、 業

業

年

業 ・ 業 ・ 業

業

業

、 関 業

金 、 保 険 、 業

、 福

業 、 業

金 業

令和3年12月31日現在

計28

、 、 業

27 R2 R3

計

そ の 他 業

業

そ の 他

業

育 、 業

務

、 業

業、 業
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S21 31 41 51 61 8

30 40 50 60 H7 14

1 1

4 1 5

6 1 7

2 1 3

2 2

1 1

1 2 3

3 2 5

8 1 9

1 1 1 2 1 6

3 4 2 9

1 18 5 4 28

2 1 1 2 6

2 2 4

2 4 1 1 8

2 3 5

3 3 5 3 14

1 1

21 17 46 17 11 5 117

（注） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

そ の 他業

（資料 ）年別 別・ 労働 件 件数

、 、 業

業・ 業

業

計
年

業

業

業 ・ 業 ・ 業

業

業

業

計

そ の 他 業

金 、 保 険 、 業

そ の 他

務

業

育

業 、 業

業

、 、 業

パ 、 、 業

出 、 、 関 業

業 、 業

業

金 業

- 62 -



S21 31 41 51 61 8 15
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
30 40 50 60 H7 14 24

169 155 202 126 37 12 23 1 1 1 1 1 2 731

賃金増額 26 54 53 45 7 1 2 188

一時金 2 37 49 37 12 3 5 145

諸手当 4 1 2 1 8

その他賃金関係 16 5 3 3 2 3 1 33

退職一時金、年金 35 13 7 1 2 5 1 64

解雇手当休業手当 26 2 1 29

労働時間 10 2 12

休日、休暇 1 1

業 の

年制 1 1 2

その他労働条件 4 11 11 4 1 1 32

事業休 6 3 1 10

企業

人

配置転換 2 3 1 2 8

解雇・雇 20 10 19 9 4 3 11 1 1 78

その他経営人事 1 1 3 5

福利厚生

団交 4 10 43 21 2 5 8 1 1 1 96

事件 制

2 1 1 2 6

17 6 1 24

7 4 2 1 2 1 17

169 155 202 126 37 21 39 1 2 1 2 1 2

（注1） 7年までは1事件について 事 1事 の てい 8年 らは の
全ての 事 てい

（注2） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

（資料 ）年別・ 件

年
25 26 27 R2

事
29

計

（ 件数）

賃

金

制

給

外
の
労
働
条
件

経

営

又

は

人

事

約 等

計28 R3

令和3年12月31日現在

その他

R130

- 64 -



6 １ 　労働 会の

S21 31 41 51 61 8 15

30 40 50 60 H7 14 24

せ に 開始 1 1

に

に

5 10 14 6 1 1 37

13 11 13 13 5 3 3 61

3 3

22 36 56 45 9 4 11 1 1 1 1 1 188

5 5

114 91 119 62 21 6 7 1 1 422

8 3 1 12

1 1 2

154 148 202 126 36 13 23 1 1 1 1 1 1 1 709

14 7 1 22

1 1 1 1

（注1） せ 　　
（注2） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

（資料 ）年別・ 件

25 302928 R1

解

計26 R3

計

令和3年12月31日現在

年の

27 R2
終結
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S21 31 41 51 61 8

30 40 50 60 H7 14

4 4

6 1 7

5 1 1 7

16 4 2 22

42 58 38 6 4 1 149

24 5 5 1 35

5 2 7

2 2 5 2 11

1 3 2 6

6 2 3 27 6 44

8 1 3 12

9 15 25 17 6 72

8 7 4 1 20

1 1 2

5 30 82 51 8 1 177

2 7 13 2 1 1 26

4 6 10

1 10 3 1 1 16

1 7 10 1 1 20

9 1 5 11 8 5 39

12 1 1 14

1 1

169 155 202 126 37 12 701

（注） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい

（資料 ）年別 別・ 件 件数

出 、 、 関 業

業 、 業

計

業

業

業 ・ 業 ・ 業

金 、 保 険 、 業

そ の 他

務

業

育

そ の 他業

金 業

計

、 、 業

業・ 業

業

年

業

パ 、 、

業

業 、 業

業

、 、 業

業

そ の 他 業

業

業
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H15

24

1 1

1 1

5 5

5 5

3 1 1 5

1 1 1 3

6 1 1 8

2 2

23 1 1 1 1 1 2 30

（注） 15年 は 業分 に 分

務

業 、 業

業、 業

業

金 業

業

、 業

、 福

業

育 、 業

計
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業
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業

、 、 業
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業

業

業 ・ 業

金 、 保 険 、 業

2625

、 、 給、 業

業 ・ 業 ・ 業

業

業・ 業

パ 、 、 業

、 関 業

2927 28

令和3年12月31日現在

年
計30 R1 R2 R3
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30 40 50 60 H7 14

4 4

6 1 7

5 1 1 7

16 4 2 22

42 58 38 6 4 1 149

24 5 5 1 35

5 2 7

2 2 5 2 11

1 3 2 6

6 2 3 27 6 44

8 1 3 12

9 15 25 17 6 72

8 7 4 1 20

1 1 2

5 30 82 51 8 1 177

2 7 13 2 1 1 26

4 6 10

1 10 3 1 1 16

1 7 10 1 1 20

9 1 5 11 8 5 39

12 1 1 14

1 1

169 155 202 126 37 12 701

（注） H8～14については、 業分 の に い7年間で集計 てい
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そ の 他

務

業

育

そ の 他業

金 業

計

、 、 業

業・ 業

業

年

業

パ 、 、

業

業 、 業

業

、 、 業

業

そ の 他 業

業

業
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年 13
～

分 17

3 2 1 1 1 4 7 4 1 5 9 3 1 4 3 2 7 58

3 2 2 1 1 4 7 4 3 5 10 3 1 4 4 3 7 -

解 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 2 3 24

1 1 2 1 2 1 1 9

2 3 3 1 1 7 1 1 19

開始 1 1 1 3 6

業 1 1 1 1 1 5

業 1 1

業 1 1 1 1 2 1 1 8

業 業 1 1 2

業 1 2 5 1 1 10

業 1 1 2

業 業 1 1 1 1 1 1 6

福 1 1 1 1 1 1 1 7

業 1 2 1 1 1 1 1 1 9

その他 1 2 3 2 1 9

賃金 1 1 1 4 1 7 2 1 18

一時金・退職金 2 2 1 2 1 1 9

解雇、雇 2 1 1 1 1 3 1 2 6 1 1 20

配置転換 1 1 1 1 1 5

その他 1 2 5 4 4 2 3 1 2 1 3 3 2 3 36

（注） 1事件につき 数の せ 事 が 場 が

（資料 ）年別・ 別 件 ・

令和3年12月31日現在

計23 R3R2R12927 30

っ
せ

事

係 件数

処

25 26 2819 2018

業

2221 24
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令和３年１２月３１日現在

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3

65 144 127 137 117 82 105 108 206 197 178 177

16 48 54 36 33 21 39 38 70 53 51 43

ｱ 7 27 35 20 19 6 12 15 23 14 22 12

ｲ 0 4 2 1 3 1 3 5 3 3 3 1

ｳ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2

ｴ 3 4 4 1 0 0 2 2 1 4 3 2

ｵ 5 11 12 9 8 10 20 10 29 26 16 22

ｶ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1

ｷ 0 2 0 5 3 4 1 6 13 4 4 3

19 59 30 48 34 34 41 17 42 40 33 31

ｸ 6 27 20 37 23 14 18 9 22 11 13 7

ｹ 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 2

ｺ 4 7 1 4 1 4 7 3 6 8 1 5

ｻ 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1 1

ｼ 4 6 5 5 5 2 4 1 5 6 3 0

ｽ 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2

ｾ 0 2 0 0 0 0 5 1 1 3 10 3

ｿ 0 4 1 0 0 4 1 2 3 0 0 3

ﾀ 2 10 0 0 3 7 4 0 3 10 3 6

ﾁ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

19 27 35 44 30 19 20 40 55 62 53 60

ﾂ 3 8 7 11 8 7 2 5 3 12 9 10

ﾃ 2 6 2 10 4 3 3 5 12 11 5 6

ﾄ 3 1 2 3 1 3 2 5 4 4 5 2

ﾅ 3 3 7 6 4 2 2 7 13 11 13 10

ﾆ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

ﾇ 3 0 1 1 0 0 1 0 3 1 4 8

ﾈ 2 1 2 0 2 1 2 1 0 5 2 6

ﾉ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

ﾊ 1 1 6 5 4 1 2 4 7 4 2 5

ﾋ 2 4 7 4 7 0 4 6 7 12 6 5

ﾌ 0 2 0 3 0 1 2 7 5 1 6 7

11 13 20 19 22 9 15 16 40 48 43 54

ﾍ 0 1 4 2 4 0 0 0 4 5 5 2

ﾎ 11 12 16 17 18 9 15 16 36 43 38 52

16 24 19 15 14 18 15 16 27 26 19 16

ﾏ 16 24 19 15 14 18 15 16 27 26 19 16

81 171 158 162 133 101 130 127 234 229 199 204

（注） H22については、相談開始年につき、9月～12月までの集計

　（資料９）年別・労働相談取扱件数

実　件　数

経営又は人事

解雇

配置転換、出向・転籍

復職

懲戒処分

退職

勤務延長、再雇用

その他経営又は人事

賃金等

賃金未払

賃金増額

賃金減額

一時金

退職一時金

解雇手当

休業手当

諸手当

その他賃金

年金（企業年金・厚生年金等）

労働条件等

労働契約

労働時間

休日・休暇

年次有給休暇

育児休業・介護休業

時間外労働

安全・衛生

パワハラ・嫌がらせ

その他

その他

総　　計

福利厚生制度

社会保険

労働保険

その他の労働条件等（団体交渉等）

職場の人間関係

セクハラ

相談内容
年
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